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令和２年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課） 

項 目 名 
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定自治体における
登録免許税の軽減措置の延長（登録免許税） 

税 目 
登録免許税 
（租税特別措置法第 80条第２項） 
（租税特別措置法施行規則第 30条の２第４項） 

要

望

の

内

容

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定自治体における登録免許
税の軽減措置を令和 4年 3月 31日まで延長する。 

（１）対象者

創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村において、特定創業支援等事業の
支援を受けた創業前の個人及び創業後５年未満の個人 

（２）軽減措置

①事業を営んでいない個人が株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の設立
に要する登録免許税の軽減措置

②創業５年未満の創業者が株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の設立に
要する登録免許税の軽減措置

租税特別措置法 
第８０条第２項 

措置の内容 
通常の 
税率・額 

強化法の特例 

１号 
株式会社 
の設立 

0.7％ 
0.35％ 

（当該金額が 7.5万円に満たな
い場合は１件につき 7.5万円） 

２号 
合名会社 
合資会社 
の設立 

６万円 ３万円 

３号 
合同会社 
の設立 

0.7％ 
0.35％ 

（当該金額が３万円に満たない
場合は１件につき３万円） 

 平年度の減収見込額  百万円 

(制度自体の減収額) (    -   百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (    -   百万円) 

-
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴  政策目的 

日本の開廃業率は英米と比較して半分程度であり、産業の新陳代謝が進んで
いない。特に地方の開業率は大都市圏と比較して低く、地域経済の活性化に繋
がっていない。そのため、地域の需要を捉え、地域に密着した創業者を増や
し、地域経済を活性化させていくことが重要である。 

我が国の創業を巡る環境は、平成 29 年時点で開業率 5.6％と廃業率 3.5％を
上回っているものの、開業率 10％前後で推移する米国・英国の半分以下となっ
ており、引き続き更なる創業の促進に向けた施策が必要。 

開業率の向上は「未来投資戦略 2018」内に開業率が廃業率を上回る状態に
し、開廃業率 10％台を目指すとしており、また産業競争力強化法においても地
域での創業の促進をすることを定めている。 

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を平成 26年 3月より開始
し、認定自治体が全国に広がっている。 

 

⑵ 施策の必要性 

我が国の創業の促進のためには、地域の需要を捉え、地域に密着した創業者
を増やし、地域経済を活性化させていくことが重要。 

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画は、令和元年 6 月末で 1,274
計画 1,419自治体が国の認定を受けており、全国に広がっている。 

本認定計画は、潜在的創業希望者を掘り起こして地域内の創業を促進し、伴
走型支援により創業者の事業の成長や経営を安定させることで、地域内に創業
者のロールモデルを創出し、その結果新たな創業者を創出する好循環の構築を
目的としている。 

本措置は、創業時の設立手続にかかるコストを軽減するとともに、本認定計画
を活用した地域の創業を促進するものであり、本措置を講ずることで、我が国
創業者の事業拡大や経営安定を早期に促し、政策目的である開業率が廃業率を
上回る状態を維持し、開業率を 10％台にする地域経済の活性化を推進していく
必要がある。 

 

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
中小企業・地域経済 
経営革新・創業促進 

 

政 策 の 

達成目標 

 
開業率を米国・英国レベルの 10％台を目指す。 
 
『未来投資戦略 2018』（平成 30年 6月 15日） 
３．中小企業・小規模事業者の生産性革命の更なる強化 
（略）開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率が米
国・英国レベル（10％台）になることを目指す（略） 
 
※なお、本目標は、本特例措置以外の予算措置、金融措置、税
制措置等と一体となって達成するものである。 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 
令和 2年 4月 1日～令和 4年 3月 31日（２年間） 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 
政策の達成目標と同じ 
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政策目標の

達 成 状 況 

 
開業率 
 
平成 29年度 5.6％ 
平成 28年度 5.6％ 
平成 27年度 5.2％ 
平成 26年度 4.9％ 
平成 25年度 4.8％ 
平成 24年度 4.6％ 
平成 23年度 4.5％ 
平成 22年度 4.5％ 
平成 21年度 4.7％ 
 
※厚生労働省「雇用保険事業年報」より 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 
平成 30年度 1,403件  93.4百万円 
令和元年度  1,895件 120.4百万円 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
我が国の開業率は米国・英国と比較すると半分程度にとどま

っている中で、創業期における大きな課題として、資金調達が
挙げられている。 
 一般的に、創業者は信用力も低く資金調達が困難なケースが
多い。また我が国における創業手続にかかるコストは他の先進
国と比べて高いことから株式会社等設立時の登録免許税の軽減
措置を講じることにより、創業期の資金調達コストを低減させ
るとともに、予算措置、金融措置等を合わせて講じることで、
他の先進国並みでの創業を可能とする環境を整備し、創業を促
進する。 
 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 
－ 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
平成 26年度補正予算 
・創業・第二創業促進補助金【50.4億円】 
 
平成 27年度当初予算 
・創業・第二創業促進補助金【7.6億円】 
・地域創業促進支援委託事業【4.4億円】 
 
平成 28年度当初予算 
・地域創業促進支援事業【8.5億円】 
 
平成 29年度当初予算 
・創業・事業承継支援事業【11.0億円】 
 
平成 30年度当初予算 
・地域創業活性化支援事業【6.3億円】 
 
令和元年度当初予算 
・地域創業機運醸成事業【3.8億円】 
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上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
上記の予算は事業者の創業時に要する人件費、設備費、店舗等
借入費、マーケティング調査費等を支援する事業（平成 30 年度
まで）及び創業支援を行う者への講師謝金・旅費、会場費等を
支援する事業であり、本措置と上記施策を一体的に支援するこ
とにより、創業を促進し、ビジネスの持続性の向上を図る。 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

本措置は、我が国における創業の拡大や事業成長を支援する
ために、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画に位置
づけている「特定創業支援等事業」の修了者を支援するもので
ある。 
 本措置により、上記のような新たに事業を行う際に要する費
用を軽減することで当該取組を支援していくことは、我が国産
業の競争力強化のための特例措置として妥当である。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
平成 26年度  184件 
平成 27年度  390件 
平成 28年度  804件 
平成 29年度 1,014件 
 
（出典：法務省資料 第３表 条項別 租税特別措置法による登
録免許税の軽減件数及び納付額） 
 
平成 30年度 1,403件 
 
（出典：経済産業省資料 認定自治体からの実績報告） 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
－ 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
登録免許税の軽減措置を講ずることにより、新たな事業を行

う際に要する費用を軽減し、創業を促進することは、我が国産
業の競争力強化に有効な手段である。 
 
 本措置は、今後より多くの市区町村の創業支援体制の整備を
後押しし、且つ全国に広がる「特定創業支援等事業」を通じ、
生存率の高い創業者等を生み出す効果が期待でき、創業数の一
定の増加が見込まれる。 
 これにより、開業率が廃業率を上回る状態が継続すれば、雇
用の担い手となる企業数が増加することとなり、地域経済の活
性化、ひいては我が国の経済の活性化につながる。 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
・中長期的に開業率を英米並に増加させる。 
 
※なお、本目標は、本特例措置以外の予算措置、金融措置、税
制措置等と一体となって達成するものである。 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
開業率は、増加傾向にあるものの、微増にとどまっている。 

 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体
は、平成 30 年 12 月 26 日時点で、全国 1,741 市区町村の内
1,419 市区町村となり、認定自治体の割合は 81.5％、総人口カ
バー率は 97％となっている。  
 
（認定自治体数変遷） 
 第１回認定（平成 26年 ３月 20日 87件 94 市区町  ） 
 第２回認定（平成 26年 ６月 20日 81件 83 市区町  ） 
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 第３回認定（平成 26年 10月 31日 45件 57 市区町村） 
 第４回認定（平成 27年 ３月 27日 60件 67 市区町村） 
 第５回認定（平成 27年 ５月 20日 274件 304市区町村） 
第６回認定（平成 27年 10月  2日 145件 166市区町村） 
第７回認定（平成 28年 １月 13日 197件 229市区町村） 
第８回認定（平成 28年 ５月 20日 133件 158市区町村） 
第９回認定（平成 28年 ８月 31日 36件 37 市区町村） 
第 10回認定（平成 28年 12月 26日 75件 80 市区町村） 
第 11回認定（平成 29年 ５月 19日 46件 49 市区町村） 
第 12回認定（平成 29年 ８月 31日 22件 22市区町村） 
第 13回認定（平成 29年 12月 25日 33件 33市区町村） 
改正法第 1回(平成 30年 ８月 31日 15件 20市区町村)  
改正法第 2回(平成 30年 12月 26日 26件 27市区町村) 
改正法第 3回(令和元年  6月 12日  16件 16市区町村) 
  合 計            1,274件 1,419市区町村 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
平成 26年度 創設 
平成 28 年度 拡充（地域の創業の好循環効果を生み出すという

観点から、対象者に創業後５年未満の者を追
加、合同会社、合資会社、合名会社の設立を追
加） 

平成 30年度 2年間延長 
 

 


